
 

 

 

〔認定企業〕メルコアドバンストデバイス株式会社 

（所在地：諫早市 業種：製造業） 

 

！長崎県内２企業目（県央地域初）の認定！ 

 
 長崎労働局（局長 中原正裕）は、次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づ

き、メルコアドバンストデバイス株式会社（代表取締役 島 顕洋）を子育てサポート

企業として認定（くるみんマーク認定）しました。 

 

メルコアドバンストデバイス株式会社の取組概要 

 

○企業の概要 

労働者数 ３５０人（男性２８９人、女性６１人） 

事業内容 半導体集積回路製品の製造 

 

○一般事業主行動計画に基づく取組内容 

計画期間：平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日 

目  標：１ セルフサポート休暇を導入し、年次有給休暇とは別に、子育て介護・ 

ボランティア参加などのための休暇を設定する。 

       ２ 既存の子育て支援の各種制度の啓蒙活動を行う。 

         （育児時間、産前産後休業、子の看護のための休暇/セルフサポート

休暇、育児休職、育児短時間勤務） 

 

基準適合一般事業主認定通知書交付式を実施しました。 

 平成２５年６月１２日（水）長崎労働局局長室において認定通知書交付式を

実施しました。交付式等については、新聞２社に取り上げていただきました。         

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                         

                                        

                                        

                                        

                                        

                                         

                                         

                                         
中原長崎労働局長  メルコアドバンストデバイス株式会社       

    芝代表取締役常務 様 

くるみんマーク認定通知書交付式を実施しました！ 

（基準適合一般事業主認定） 

 

  

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊一般事業主行動計画の策定については、こちらをご覧下さい。 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ 

＊次世代法に基づく「基準適合一般事業主認定」については、こちらをご覧下さい。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/26.html 

＊くるみんマーク認定企業に対する税制優遇措置については、こちらをご覧下さい。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/dl/jisedaihou.pdf 

 

この記事についてのお問い合わせ及び一般事業主行動計画、くるみんマークの認定については、 

長崎労働局雇用均等室 電話０９５（８０１）００５０ 

☆育児休業を取得した男性従業員の声☆ 
 
妻と子の体のことを思い、約３週間の育児休業を取得させて頂きました。当初、

育児休業中はゆっくりと妻をサポートしようと考えていましたが、慣れない育児は

そう甘いものではなく、毎日慌ただしく過ごしました。 
妻の苦労を少し理解できたため、育児休業後も妻と分担して育児に取り組んでい

ます。職場の皆さんのご協力を頂き、貴重な時間を過ごすことができました。 

☆企業から一言☆ 

○行動計画策定に当たって工夫した点 

 当社は設立から日が浅く、まずは「法令遵守の基盤づくり」を意識して行動計

画を策定しました。何か特別な施策を講じるのではなく、法令に沿った制度を整

備し、社内に浸透させることを優先しました。 

 

○行動計画策定・実施の効果 

 第１期（平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日）において、男性が育児

休業を取得、女性の育児休業取得率が 100％であり、徐々に制度の認知が進んで

きました。育児休業以外の子育て支援制度についても、啓蒙活動を継続し、ワー

クライフバランスの向上に努めます。 

 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/26.html

